
黒滝村 介護予防・日常生活総合事業について 
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介護予防給付 
 （要支援1～2） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活 

支援総合事業 
○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支 
援総合事業の場合は、 
上記の他、 生活支援 
サービスを含む要支援 
者向け事業、介護予防 
支援事業。 

新しい介護予防・ 
日常生活支援総合事業 
（要支援1～2、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・訪問型サービスD 
  ・通所型サービス 
  ・ミニデイサービス 
  ・はつらつ教室（通所型サービスC） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

介護予防給付（要支援1～2） 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具 
ショートステイ 等 

訪問介護、通所介護 

地
域
支
援
事
業 

全市町村で
実施 

H28.12月まで H29.1月～ H29.12月 

新しい介護予防・ 
日常生活支援総合事業 
（要支援1～2、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・訪問型サービスD 
  ・通所型サービス 
  ・ミニデイサービス 
  ・はつらつ教室（通所型サービスC） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

介護予防給付（要支援1～2） 

H30.1月～ 

認定有効期間開始日から総合事業
へ順次適用 
（更新前からでも切替可能） 


